
【
無
防
備
な
　
心
に
火
災
が

  

か
く
れ
ん
ぼ
】

春
の
火
災
予
防
運
動
始
ま
る

国
民
年
金
だ
よ
り
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◆
ご
存
じ
で
す
か
？
国
民
年
金
の

任
意
加
入
制
度

　
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険

料
を
納
め
な
け
れ
ば
、
満
額
の
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済

期
間
が
40
年
間
に
満
た
な
い
場
合

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、

満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
保
険
料
の
納
付
済
期

間
や
保
険
料
の
免
除
期
間
な
ど
が

原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
揚
合
は
、 

70
歳
に
な
る

ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
た
だ
し
、
昭
和
40
年
4

月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
限

ら
れ
ま
す
。）

　
ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本

国
籍
を
持
つ
方
も
、
国
民
年
金
に

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替

が
お
得
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
保
険
料
が
自
動
的
に
引
き
落

と
さ
れ
る
の
で
金
融
機
関
な
ど
に

行
く
手
間
が
省
け
る
上
、
納
め
忘

れ
も
な
く
、
と
て
も
便
利
で
す
。

　
ま
た
、
口
座
振
替
に
は
、
当
月

分
保
険
料
を
当
月
末
に
振
替
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、 

月
々
50
円
割

引
さ
れ
る
早
割
制
度
や
、
現
金
納

付
よ
り
も
割
引
額
が
多
い
6
か
月

前
納
・
1
年
前
納
・
2
年
前
納
も

あ
り
、
大
変
お
得
で
す
。

　
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

納
付
書
又
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、

金
融
機
関
届
出
印
を
持
参
の
上
、

ご
希
望
の
金
融
機
関
又
は
年
金
事

務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
高
知
西
年
金
事
務
所

8
7
5

－

1
7
1
7

　
町
で
は
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防

接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

▼
平
成
27
年
度
対
象
者

　
過
去
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と
が
無
く
、

次
の
生
年
月
日
の
方

　
対
象
の
方
に
は
4
月
上
旬
に
個

別
通
知
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

説
明
文
書
を
必
ず
読
ん
だ
上
で
、

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
同
封
の

予
診
票
（
び
わ
色
の
用
紙
）
を
使

用
し
て
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

　
予
診
票
を
失
く
さ
れ
た
方
は
再

発
行
が
で
き
ま
す
。
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
期
限
　

　
3
月
31
日

▼
自
己
負
担
額
　

　
2
，
0
0
0
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
接
種
前

の
申
請
で
無
料
に
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

※
接
種
時
点
に
60
歳
〜
64
歳
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
1
級
の
方
も
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
助
成
を
利
用
で
き
る
の
は
、

「
対
象
の
年
に
1
回
の
み
」
で
す
。

▼
平
成
28
年
度
以
降
の
対
象
者

　
対
象
の
方
に
は
、
対
象
に
な
る

年
度
の
4
月
に
個
別
通
知
を
し
ま

す
。

※
平
成
31
年
度
以
降
対
象
者
は
、

65
歳
に
な
る
方
（
年
度
年
齢
）
の

予
定
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
　

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

8
9
3

－

3
8
1
1

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
4

お
知
ら
せ

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種

助
成
の
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

お
知
ら
せ

Ｂ
型
肝
炎
被
害
者
説
明
会

開
催
の
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　
今
年
も
3
月
1
日
（
火
）
か
ら

7
日
（
月
）
ま
で
の
一
週
間
、
全

国
一
斉
に
春
季
火
災
予
防
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
季
節
は
空
気
が
非
常
に
乾

燥
し
、
風
の
強
い
日
が
多
い
こ
と
か

ら
火
災
が
発
生
し
や
す
く
、
ま
た

い
っ
た
ん
火
災
が
発
生
す
る
と
急

速
に
延
焼
拡
大
し
、
大
火
と
な
る

危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　
毎
年
こ
の
時
期
に
あ
ら
た
め
て
、

住
民
の
皆
さ
ん
に
「
火
の
用
心
」

に
対
す
る
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ

き
、
火
災
予
防
思
想
の
普
及
並
び

に
啓
発
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
は
、
高

齢
者
、
幼
児
な
ど
の
発
生
率
が
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。
お
年
寄
り
や

子
ど
も
の
生
活
す
る
部
屋
は
一
階

の
避
難
し
や
す
い
所
に
し
ま
し
ょ

う
。

　
こ
の
運
動
を
契
機
に
各
家
庭
各

職
場
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
や
電

気
器
具
な
ど
の
点
検
整
備
を
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
火
気
の
取

り
扱
い
に
は
十
分
に
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。

【
3
つ
の
習
慣 

】

①
た
ば
こ
の
不
始
末
は
、
絶
対
や

め
る

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
物

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

③
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

【
4
つ
の
対
策
】

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

（
条
例
で
義
務
化
）

②
被
害
軽
減
の
た
め
寝
具
、
衣
類

及
び
カ
ー
テ
ン
は
、
防
炎
製
品
を

使
用
す
る

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る

④
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

■
問
い
合
わ
せ

　
火
事
・
救
急
は
1
1
9
番

　
火
災
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
は

8
9
3

－

3
8
0
0

　
仁
淀
消
防
組
合
消
防
署

8
9
3

－

3
2
2
1

　
吾
北
分
署

8
6
7

－

2
8
1
2

　
日
高
分
署

0
8
8
9

－

2
4

－

5
4
1
1

　
不
在
な
ど
に
よ
り
、
受
け
取
れ

な
か
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

カ
ー
ド
が
町
民
課
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。
保
管
期
限
は
3
月
31
日

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
受
け
取

り
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
次
の

と
お
り
町
民
課
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
受
け
取
り
が
で
き
て
い

る
か
不
明
の
方
は
、
一
度
町
民
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
4
月
1
日
以
降
に
通
知
カ
ー
ド

が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
再
交

付
と
な
り
、
手
数
料
（
5
0
0
円
）

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

 

受
け
取
る
際
に
持
参
す
る
も
の

▼
世
帯
主
又
は
同
世
帯
の
人
が
受

け
取
る
場
合

　
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

住
基
カ
ー
ド
、
障
害
者
手
帳
な
ど

顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
1

点
が
必
要
で
す
。

※
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

が
な
い
場
合
は
、
保
険
証
、
年
金

手
帳
、
預
金
通
帳
な
ど
2
点
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
別
世
帯
の
代
理
人
が
受
け
取
る

場
合

①
委
任
状
（
本
人
が
記
入
で
き
な

い
場
合
は
申
出
書
も
必
要
で
す
。）

②
委
任
者
の
本
人
確
認
書
類
（
コ

ピ
ー
可
）

③
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

　
8
9
3

－

1
1
1
7

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
8
6
9

－

2
1
1
2

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
（
無
料
）

0
1
2
0

－

9
5

－

0
1
7
8

平
日
　
9
時
30
分
〜
22
時

土
、
日
、
祝
日

　
　
　
9
時
30
分
〜
17
時
30
分

　
広
島
弁
護
団
所
属
の
弁
護
士
が
、

B
型
肝
炎
訴
訟
の
歩
み
、
救
済
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、
個

別
の
ご
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

　
高
知
県
内
で
開
催
す
る
他
地
域

の
説
明
会
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://bkan-

kochi.info/

）
又
は
お
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
3
月
5
日
（
土
）

　
13
時
30
分
〜
15
時

▼
場
所
　

　
J
A
コ
ス
モ
ス
伊
野
支
所

▼
内
容
　
集
団
予
防
接
種
の
際
の

注
射
器
の
回
し
打
ち
に
よ
る
B
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
被
害
に
つ
い

て
、
国
か
ら
和
解
金
支
払
い
な
ど

の
救
済
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

に
関
す
る
説
明

▼
申
込
・
参
加
料
　
不
要

■
問
い
合
わ
せ
　

　
全
国
B
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団

0
8
2

－

2
2
3

－

6
5
8
9

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は

お
済
み
で
す
か
？

お
知
ら
せ

  65歳相当の方（昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生）
  70歳相当の方（昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生）
  75歳相当の方（昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生）
  80歳相当の方（昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生）
  85歳相当の方（昭和  5年4月2日～昭和  6年4月1日生）
  90歳相当の方（大正14年4月2日～大正15年4月1日生）
  95歳相当の方（大正  9年4月2日～大正10年4月1日生）
100歳相当の方（大正  4年4月2日～大正  5年4月1日生）

平成28年度対象者
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生
昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生
昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生
昭和 6年4月2日～昭和 7年4月1日生
大正15年4月2日～昭和 2年4月1日生
大正10年4月2日～大正11年4月1日生
大正 5年4月2日～大正 6年4月1日生

平成29年度対象者
昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生
昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生
昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生
昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生
昭和 7年4月2日～昭和 8年4月1日生
昭和 2年4月2日～昭和 3年4月1日生
大正11年4月2日～大正12年4月1日生
大正 6年4月2日～大正 7年4月1日生

平成30年度対象者
昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生
昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生
昭和18年4月2日～昭和19年4月1日生
昭和13年4月2日～昭和14年4月1日生
昭和 8年4月2日～昭和 9年4月1日生
昭和 3年4月2日～昭和 4年4月1日生
大正12年4月2日～大正13年4月1日生
大正 7年4月2日～大正 8年4月1日生

住
宅
防
火
　い
の
ち
を
守
る
　

7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

―
3
つ
の
習
慣
・
4
つ
の
対
策
―

※
普
通
救
命
講
習
　

　
受
講
者
随
時
受
付
中

　
　（
毎
月
第
2
日
曜
日
実
施
）

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

お
礼

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

お
礼


